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強度行動障害児者の実態把握等に関する調査結果（まとめ部分抜粋）

作業仮説に対して明らかになった結果のまとめは以下のとおりであった。
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• 調査結果を踏まえ、強度行動障害者（児）のより良い支援に向けた課題として、以下４点が考えられた。

1. 各自治体による強度行動障害者（児）の把握方法の検討
2. 強度行動障害者（児）を支援する障害福祉サービス等事業所の支援の困難さの、どの部分に施策を要するのかに関
する具体的な検討

3. 障害福祉サービス等の報酬上評価する強度行動障害者（児）の範囲に関しての検討
4. 強度行動障害者（児）が安定した暮らしをするための支援プロセスの把握

作業仮説 調査結果概要

１
現在、強度行動障害者（児）の

国内の人数はどれぐらいか。

• 各自治体が公表している強度行動障害者（児）の人数に関する調査を参考に障害支援区

分認定調査結果データを活用して強度行動障害者（児）数の推計を行ったところ、１年

間に障害支援区分認定調査を受けた267,569件分のデータのうち、行動関連項目の合計点

が10点以上は約15％であり、20点以上の人は約1.2％であった。ただし、データの性質・

制約上、解釈には留意が必要なことも確認した。

２

強度行動障害者（児）のうち、

サービス等に繋がっていない人

数はどれくらいか。また、サー

ビス等に繋がっていてもニーズ

が満たされていない人数はどれ

くらいか。さらに、その状況は

どのようなものか。

• 全国の市区町村への質問紙調査から、障害福祉サービス等に繋がっていない強度行動障

害者（児）は１自治体当たり0.50人、障害福祉サービス等に繋がっているがニーズを満

たされていない強度行動障害者（児）は１自治体当たり2.98人と算出することができた。

具体的な状況については、家族ヒアリング調査を通じて、現在のサービス利用の状況や、

過去にサービス等の利用を中断した場合には家族側・事業所側の双方から中断した場合

があったことを明らかにするとともに、今後に向けたサービスを提供する事業所や行政

への希望や意見を整理した。

３

家族や支援者の困難さや負担が

大きい状況とは具体的にどのよ

うな状況か。また、家族がサー

ビスに繋がるまでの期間やプロ

セス、支援の負担が大きいのは

どのような部分か。

• 家族や支援者の支援の困難さや負担が大きい状況については、事業所ヒアリング調査お

よび家族ヒアリング調査を通じて、状況の詳細を明らかにした。

• 特に事業所における支援の困難さについては、①人員体制が不十分、②精神的負担、③

事業所の専門性が不十分、④環境設定の難しさ、⑤事務作業の負担、⑥連携の難しさ、

⑦経費の負担といった７つの課題を基に、その要因や解消策を詳細に整理した。（スラ

イド９参照）
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行動関連項目
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障害支援区分認定調査の認定調査項目11 項目に医師意見書のてんかんの項目を加えた12項目が行動関連項目とされ、

各項目に0～2 点の重みづけを行い、24 点満点としている。



行動関連項目得点分布
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１年間に障害支援区分認定調査を受けた267,569件分のデータのうち、行動関連項目の合計点が10点以上は約15％で

あり、20点以上の人は約1.2％であった。ただし、データの性質・制約上、解釈には留意が必要なことも確認した。
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図表26 行動関連項目 得点分布 （n=267,569件)



障害支援区分と行動関連項目得点の分布

5
※上段の図表及び下段の赤枠は厚生労働省で加工

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

10点以上 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.3％ 11.1％ 35.3％ 42.1％

15点以上 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.5％ 11.5％ 23.4％

18点以上 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.3％ 3.6％ 11.5％

20点以上 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.1％ 5.0％

障害支援区分ごとの行動関連項目の分布状況は以下の通り。



各行動関連項目の平均得点と合計得点の分布
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行動関連項目によって、合計得点に寄与する状況にばらつきがある。

異食、自傷、他傷、過食・反すうの平均得点が高い場合に合計得点が高くなっている（意思疎通・てんかんは除く）。



障害の種類と合計得点の分布
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「知的：有」と「身体及び知的：有」の方が多い。

※赤枠は厚生労働省で加工



療育手帳の所持状況と合計得点の分布
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「最重度」と「重度」の方に高得点の方が多い。

療育手帳の等級については、データ上の項目
を再分類して集計。
「最重度」：最重度、〇A、A1、１度
「重度」：重度、A、A2、２度
「中度」：中度、B、B1、３度
「軽度」：軽度、C、B2、４度



年齢階層と合計得点の分布
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20代と40代後半に高得点が多い。全体的には年齢が上がるにつれて合計得点が下がる傾向が見られる。



自治体調査結果 サービスにつながっていない事例

サービスにつながっていない方の状況を具体的に把握していると回答した自治体について、具体的なケースを自由記述で回答し

てもらった。各自治体からは111 ケース分の回答が得られた。自由記述に記載された内容をもとに、障害福祉サービス等に繋

がっていない強度行動障害者の特徴を以下の通り整理した。

○生活場所
111 ケースのうち、28 ケースが入院中などであり、残り83 ケースが在宅で生活しているとのことであった。入院中であることから、
障害福祉サービス等に繋がっていないとの回答がおおよそ３割弱あることが確認された。

○生活上の課題
13 ケースで対象者が利用する障害福祉サービス等事業所が見つからないとの回答であった。その他9 ケースでは家族等が高齢、病気
であることや、6 ケースでは独居であることなどが課題として挙げられた。例えば、施設入所したいが入所先が見つからず長期入院し
ているなどのケースも散見された。

○支援の困難さ
・20 ケースで自傷、他害が理由で障害福祉サービス等事業所に繋がらないとの回答であった。両親などへの他害、職員や他の利用者へ
の他害行為により利用を断られる、見つからない。そのため、自宅でひきこもっており、家族がその対応に追われている。

・自宅でのひきこもり、昼夜逆転といった支援の困難さについて指摘されているケースが９件あった。外出機会があっても、家族等の特
定の人としか外出しないなど、外出機会が極端に少ないケースが確認された。

・暴言、大声、奇声といったケースや異食をしてしまうケース、気に入らないと物を壊す・PC に水をかけるなどの破壊行為をしてしま
うケースなどが確認された。

・近隣等への迷惑行為があったとの回答も５ケースほど確認された。例えば、隣家に放尿をする、下半身を露出する、家電を屋外に放り
投げるなどの行為により警察が出動したとの事態も散見された。

・対人コミュニケーションが難しいためにサービスに繋がっていないとするケースが６ケースほどあった。家族等の特定の人としか会話
をしないといった場合や、他者と会うこと自体を拒否している場合、会えたとしても会話ができないといったケースもあれば、相手の
迷惑を顧みず電話をするなどコミュニケーションが多すぎて周囲が迷惑するなどのケースも確認された。

○その他の障害福祉サービス等に繋がらない理由
・14 ケースで家族が障害福祉サービス等の利用に消極的であるとの回答であった。また、本人がサービス利用に消極的、拒絶している
とのケースも11 件あった。

・家族が消極的であるとする理由はさまざまであるが、障害に対する理解の不足や過去の事業所とのトラブルから利用したくないとの意
向を示しているケースなどがある。他者が介入すると不穏になるからといった理由なども挙げられている。
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自治体調査 サービスに繋がっているが、ニーズが満たされていない事例①

サービスにつながっているが、ニーズが満たされていない方の状況を具体的に把握していると回答した自治体について、具体的

なケースについて自由記述で回答してもらった。各自治体からは887 ケース分の回答が得られた。自由記述に記載された内容

をもとに、障害福祉サービス等に繋がっているが、ニーズが満たされていない強度行動障害者の特徴を以下の通り整理した。

○利用を希望、増やしたいサービス
利用を希望、増やしたいサービスとしては、施設入所との回答が最も多く、
続いてグループホーム、短期入所との回答が多かった。また、通所事業所や
行動援護といった回答も一定数あった（図表43）。

○満たされていないニーズの内容
満たされていないニーズの内容としては、
「サービスを利用したいが利用できない」と
の回答が多くを占めた。支給決定を出してい
るが近隣に受け入れてくれる事業所がないと
の回答が多くみられた。特に上述しているよ
うに、施設入所、グループホーム、短期入所
を利用したいが利用できないとの回答が多い。
また、過去にサービスを利用していたが、暴
力や暴言等の理由により事業所にて受け入れ
を拒否されてしまい、利用できなくなった
ケースも散見された（図表44）。

図表43 利用を希望、増やしたいサービス）

図表 44 満たされていないニーズの内容
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自治体調査 サービスに繋がっているが、ニーズが満たされていない事例②

サービスにつながっているが、ニーズが満たされていない方の状況を具体的に把握していると回答した自治体について、具体的

なケースについて自由記述で回答してもらった。各自治体からは887 ケース分の回答が得られた。自由記述に記載された内容

をもとに、障害福祉サービス等に繋がっているが、ニーズが満たされていない強度行動障害者の特徴を以下の通り整理した。

○サービスを利用できない、できなくなった理由
ケースに関する自由記述からは具体的な内容まで読み取れなかったが、
本人の行動障害に起因する理由である旨の記載が多くみられた。また、
特に他害行為がある場合もサービスを十分に利用できない理由として
挙げられている（図表45）。

また、本人に起因しない理由としては、「近隣に空きのある事業所が
ない、少ない」、「サービス提供側の人員不足」といった理由があげ
られている。この点は、サービスの利用に繋がっていないケースにお
いても同様の理由で利用に繋がっていないことが確認されている（図
表46）。

図表 45 サービスを 利用できない、できなくなっ
た理由（本人の行動に起因する理由）

図表 46 サービスを利用できない、できなくなった理由
（本人の行動に起因しない理由）
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事業所ヒアリング結果 支援が困難なケース事例まとめ（一部抜粋）

以下のいずれかを満たす事業所を、委員の推薦を基に選定

・「強度行動障害支援者養成研修」を修了しており、重度障害者支援加算を算定している事業所や行動援護事業所

・地域生活の継続が困難になる顕著な「支援の困難さ」のある事例が、過去または現在にある事業所（例：激しい自傷他害行為

がある、異食がある、夜間ずっと目が離せないなど）

・食べているとき、飲んでいるとき以外は常に大声が出る。利用時間は

毎回２時間ほどだが、その間は常に見守りが必要な状態。（大声）

・行動として飛び出しがある。毎回飛び出しがあるため、安全面から必

ずヘルパー２人体制で支援にあたる。（突発的な行動）

・外出時、踏切から線路を走ってホームに向かう、送迎バス乗車中に突

然立ち上がり運転席のサイドブレーキを引こうとする、送迎バス下車時

に他のバスに乗り込もうとする。（突発的な行動）

・自傷として激しい頭突き、他害として誰に対しても引っかく、殴る、

ける、髪を引っ張る、他の入所者の食事をひっくり返すといった行為。

不潔行為としては便練り、放尿・放便、肛門つつきなど。昼夜逆転も多

い。マンツーマンか、場合により支援員２名以上で24 時間対応が必要。

特に便の掃除などは負担が大きく、過去には退職してしまった職員がい

た。（自傷、他害、不適切な行動、不潔行為）

・行動として、自傷、他害、破壊行為、トイレでないところでの排便・

排尿、他入所者のものの盗食、大声、パニック時の奇声、脱衣行為、他

入所者の服を脱がすなどがある。昼夜逆転の生活をしている。行動が日

中夜間問わず頻発するため、寝ている時間以外、ほとんど支援員がそば

についている。

・現在は通所のため、完全に個別で送迎。当該利用者の混乱をできる限

り防ぐために、乗り込む際に職員間での引継ぎの話はせず、また、8 名

乗りのワンボックス車に運転手１名と当該利用者１名のみが乗るように

している。（他害行為および破壊行為）

・日中活動から就寝までマンツーマン対応を要し、興奮してしまうと男

性職員２名での支援が必要になるが、ｃさん入居のグループホームは入

居者４名に対し男性職員２名の配置であるため、職員２名共にｃさんの

対応に入ると他の入居者への対応が難しい。（他害、激しい物損）

・自分のペースをとても大切にしている。食事の際にフォークを持って

から食事を始めるまでに２時間ほどかかるが、職員が急かすとパニック

を起こしてしまう。就寝が深夜2 時を過ぎることもあるが、就寝時間ま

で、職員によるマンツーマンの対応を要する。（行動停止）

・泣くことについては毎日、他害や自傷は月に１回ほどあり、休日の午

前中や平日の夕方に起こることが多く、それらの行動が出ると１～２時

間は見守りをしている。（泣く、他害、もの投げ、自傷）

・頻度は月１～３回で夕方に起こることが多く、その都度、職員数名で

１～２時間かけて対応、見守り、片付けを行う。遊びが終わったらその

遊びの媒体を壊して終わることを学習してしまっている。例えば、タブ

レットで動画を見終わると、毎回タブレットを壊してしまう。（大声、

もの壊し、他害、自傷） 13



事業所における支援の困難さに影響を与える要因の整理

事業所における支援の困難さについて、①人員体制が不十分、②精神的負担、③事業所の専門性が不十分、④環境設定の難しさ、

⑤事務作業の負担、⑥連携の難しさ、⑦経費の負担といった７つの課題を基に、その要因を整理した。

図表71 事業所の「支援の困難さ」に影響を与える要因の整理
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